
備考
　１ 封筒１枚１枠当たりの単価及び加算額は、消費税及び地方消費税を
　　除いたもの
　２ 広告料は、封筒作成枚数に応じ、総封筒作成枚数に封筒１枚１枠
　　当たりの単価を乗じ、その額に加算額を加え1.1を乗じて得た額

納税通知書用封筒（固定資産税･都市計画税、軽自動車税、
　　　　　　　　市民税・県民税、国民健康保険税）

封筒裏面

枠数１枠　　　色数墨１色
１枠のサイズ（縦）5.5㎝×（横）9.5㎝

中野市広告掲載実施要綱第３条に規定するもの

封
筒

規格 （縦）12.0㎝×（横）23.5㎝

広
告

別表(第２条、第４条、第９条関係)

種類

広告料

対象制限

加算額
0 円

5,000 円

掲載位置

封筒作成枚数
5,000枚まで
5,000枚を超え10,000枚まで

規格及び掲載枠

1.5 円10,000枚を超え50,000枚まで

0.5 円

封筒１枚１枠当たりの単価

3.5 円
2.5 円

50,000枚を超えるもの 65,000 円
15,000 円


